
◆確定申告会場周辺地図

29
年
度
（
28
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告

と
き　

２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬

※
時
間
は
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

１
時
～
５
時

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。
た
だ
し
、

２
月
19
日
㈰
は
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
３
時
に
開
設

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室
（
市
役
所
別

館
３
階
）

申
告
に
必
要
な
物

　

次
の
い
ず
れ
か
の
書
類

◦
個
人
番
号
カ
ー
ド

◦
通
知
カ
ー
ド
お
よ
び
運
転
免
許
証

や
保
険
証
な
ど

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

申
告
方
法　

郵
送
ま
た
は
直
接

◆
市
・
府
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

　

29
年
１
月
１
日
現
在
、
市
在
住
の

人
は
申
告
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
次

の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人
は
申
告
が

不
要
で
す
。

◦
28
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
控
除
対
象
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
21
万
円
以
下

※
控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
35
万
円

◦
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る

◦
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
る

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
国
民
健

康
保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の

申
請
に
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明

が
必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

◆
申
告
期
間
を
個
別
に
指
定

　

混
雑
を
避
け
る
た
め
、
申
告
期
間

を
個
別
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
指
定

期
間
は
１
月
下
旬
に
発
送
予
定
の
申

告
書
封
筒
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
役
所
で
は
、
確
定
申
告
（
税
務

署
分
）
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
書
は
門
真
税
務
署
の
申
告

会
場
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
作
成
済
み
の
申
告
書
の
み
市
役
所

で
受
け
付
け
可

◆
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
出
張
申
告
会

場
を
開
設

と
き　

２
月
２
日
㈭
・
３
日
㈮

※
時
間
は
午
前
９
時
30
分
～
正
午
、

午
後
１
時
～
４
時

※
出
張
申
告
に
つ
い
て
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
‐
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

市
・
府
民
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

対
象　

11
年
１
月
１
日
～
18
年
12
月

31
日
ま
た
は
21
年
１
月
１
日
以
降

に
住
宅
に
入
居
し
た
人
で
、
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
が
所
得
税
か

ら
控
除
し
き
れ
な
い
人　

控
除
額　

次
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

◦
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う
ち
、

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
額

◦
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
な
ど

の
５
％
（
26
年
４
月
以
降
の
入
居

で
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
は

７
％
）

控
除
限
度
額

　

９
万
７
５
０
０
円
（
26
年
４
月
以

降
の
入
居
で
一
定
条
件
を
満
た
す

場
合
は
13
万
６
５
０
０
円
）

申
告
方
法

◦
年
末
調
整
す
る
給
与
所
得
者
…
初

年
度
は
税
務
署
へ
確
定
申
告
。
２

年
目
以
降
は
年
末
調
整
時
に
勤
務

先
へ
申
告

※
給
与
所
得
者
で
も
初
年
度
は
確
定

申
告
が
必
要

◦
年
末
調
整
を
し
な
い
人
…
税
務
署

へ
確
定
申
告

※
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
ま
で

に
申
告
が
必
要

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

給
与
支
払
報
告
書
な
ど
は

１
月
31
日
㈫
ま
で
に

　

給
与
な
ど
の
支
払
者
は
、
「
給
与

支
払
報
告
書
（
個
人
別
明
細
書
と
総

括
表
）
」
を
１
月
31
日
㈫
ま
で
に
、

29
年
１
月
１
日
現
在
の
従
業
員
の
住

所
地
と
な
る
市
町
村
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
提
出
も
可
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
支
払
報
告

書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど
を

ま
と
め
て
提
出
で
き
ま
す

　

１
月
か
ら
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用

し
た
給
与
支
払
報
告
書
や
公
的
年
金

等
支
払
報
告
書
の
電
子
申
告
用
デ
ー

タ
の
作
成
時
に
、
源
泉
徴
収
票
の
電

子
申
告
用
デ
ー
タ
も
同
時
に
作
成
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

作
成
し
た
デ
ー
タ
を
一
括
送
信
す

る
こ
と
で
、
給
与
支
払
報
告
書
や
公

的
年
金
等
支
払
報
告
書
は
各
住
所
地

の
市
町
村
に
、
源
泉
徴
収
票
は
事
業

所
の
所
轄
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（http://www.eltax.jp/

）

参
照

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

償
却
資
産
の
申
告
は

１
月
31
日
㈫
ま
で
に

　

市
内
に
固
定
資
産
税
対
象
の
償
却

資
産
（
事
業
用
の
機
械
・
器
具
・
備

日
曜
国
民
年
金
相
談

と
き　

１
月
29
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

市
民
課
（
市
役
所
別
館
１
階
）

内
容

　

退
職
時
の
年
金
の
種
別
変
更
、
免

除
申
請
な
ど

届
出
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
な
ど 

（
写
し
可
）

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴

収
票
を
送
付

　

老
齢
を
支
給
事
由
と
す
る
国
民
年

金
や
厚
生
年
金
な
ど
を
受
け
る
人
に

は
、
１
月
31
日
㈫
ま
で
に
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
「
平
成
28
年
分
公
的
年

金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
送
付
さ
れ

開
設
期
間

　

２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬

※
時
間
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。
た
だ
し
、

２
月
19
日
㈰
・
26
日
㈰
は
開
設

※
混
雑
状
況
に
よ
り
午
後
４
時
ご
ろ

に
受
け
付
け
を
終
了
す
る
場
合
あ

り
と
こ
ろ　

守
口
門
真
商
工
会
館
（
殿

島
町
６
‐
４
）

※
申
告
会
場
で
の
納
税
は
不
可

◆
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申

告
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

www.nta.go.jp/

）
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
確
定

申
告
書
な
ど
が
作
成
で
き
、
印
刷
し

て
郵
送
な
ど
で
提
出
で
き
ま
す
。

※
ｅ
‐
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
電
子
申
告
）
に
よ

る
提
出
も
可
。
詳
し
く
は
ｅ
‐
Ｔ

Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://www.

　

e-tax.nta.go.jp/

）
参
照

◆
申
告
書
に
は
個
人
番
号
の
記
載
が

必
要

　

28
年
分
以
降
の
所
得
税
の
確
定
申

告
書
な
ど
を
提
出
す
る
際
は
、
個
人

番
号
の
記
載
と
、
本
人
確
認
書
類
の

提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

本
人
確
認
書
類
の
例

◦
個
人
番
号
カ
ー
ド

◦
通
知
カ
ー
ド
お
よ
び
運
転
免
許
証

や
保
険
証
な
ど

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

 

門
真
税
務
署  

確
定
申
告
は
３
月
15
日
㈬
ま
で
に

ま
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
時
に
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

紛
失
や
未
着
、
２
枚
以
上
必
要
な

場
合
は
、
守
口
年
金
事
務
所
で
再
交

付
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
で
は
発
行
不
可

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
は
送

付
な
し

国
民
年
金
保
険
料
の

２
年
前
納

　

２
年
前
納
は
、
４
月
分
か
ら
２
年

分
の
国
民
年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て

支
払
え
る
制
度
で
す
。
保
険
料
の
割

引
額
が
１
年
前
納
よ
り
も
お
得
で
、

納
め
忘
れ
も
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
の
ほ
か
、
現
金
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
付
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。
希
望
者
は
守
口

年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
２
年
前
納
し
た
場
合
の
社
会
保
険

料
控
除

　

２
年
前
納
で
納
め
た
国
民
年
金
保

険
料
を
所
得
か
ら
控
除
す
る
場
合
は
、

次
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま
す
。

◦
納
め
た
年
に
全
額
控
除

◦
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額

を
各
年
で
控
除

門
真
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
職
員

　

正
職
員
と
常
勤
嘱
託
職
員
を
募
集

し
ま
す
。
各
職
種
に
つ
い
て
は
門
真

市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://www.mkc.zaq.ne.jp/

kado-silver/

）
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

◆
29
年
４
月
採
用
正
職
員

職
種　

一
般
事
務

受
験
資
格

　

昭
和
62
年
４
月
２
日
～
平
成
11
年

４
月
１
日
生
ま
れ
で
高
卒
（
見
込

み
を
含
む
）
以
上
の
人

募
集
人
数　

１
人

試
験
要
項
・
申
込
書
の
配
布

　

１
月
５
日
㈭
～
18
日
㈬
に
門
真
市

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
配
布

※
門
真
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可

申
込
方
法　

１
月
12
日
㈭
～
18
日
㈬

の
平
日
に
直
接
ま
た
は
申
込
書
を

郵
送
（
必
着
）

◆
常
勤
嘱
託
職
員

職
種　

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者

勤
務
期
間

　

採
用
日
～
３
月
31
日
㈮
の
平
日
午

前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

内
容　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
業
務

対
象　

介
護
福
祉
士
ま
た
は
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
１
級
の
資
格
が
あ
る
人

人
数　

１
人

賃
金　

月
給
20
万
７
０
０
０
円

※
交
通
費
別
途
支
給
（
上
限
あ
り
）

申
込
方
法

　

郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
直
接

申
込
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
‐
０
０
５
５

　

門
真
市
中
町
１
‐
１

　

門
真
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
５
）５
９
１
１

確
定
申
告
会
場
は
守
口
門
真
商
工
会
館

品
な
ど
）
を
持
つ
個
人
・
法
人
（
事

業
用
資
産
の
貸
し
付
け
も
含
む
）
は
、

１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
の
申
告

が
必
要
で
す
。

申
告
に
必
要
な
物

①
申
告
書

②
個
人
番
号
確
認
書
類
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

③
身
元
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な

ど
）

④
印
鑑

※
郵
送
の
場
合
、
②
③
は
写
し
を
同

封
※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
告
も
可
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
告
期
限

　

１
月
31
日
㈫

申
告
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

日
曜
市
税
納
付
相
談

と
き　

１
月
29
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　

　

納
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
の
発
行
な
ど
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

市
税
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

納
税
課
窓
口
で
は
、
ペ
イ
ジ
ー
口

座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い

ま
す
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド
が
あ
れ
ば
簡
単
に
手
続
き
が
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

　第五中学校区地域会議では、通
学路における児童の安全確保の取
り組みを進めており、北巣本校区
内の交差点（上島町５-20先）周辺
に交通安全啓発看板を設置しまし
た。
　この交差点は、通勤・通学時間
に自転車や車の通行が非常に多く、
事故も多く発生しています。その
ため、児童が安全に通学できるよ
う、市や警察などが実施する合同
点検への参加や関係機関との意見
交換を踏まえ、看板設置に向けて
検討を進めてきました。
　看板は、目に留まりやすいよう黄色を使用し、市の
イメージキャラクターであるガラスケを取り入れてい
ます。
　同地域会議では、今後も五中校区内の危険箇所の把
握や、看板の設置などの取り組みを推進する予定です。

北巣本校区内の交差点周辺に
交通安全啓発看板が設置されました

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
は
、
自
身
の

年
金
記
録
の
確
認
や
、
将
来
の
年
金

受
給
見
込
額
を
試
算
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://www.nenkin.

go.jp/

）
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請
・
問
合
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守
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年
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